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別記入力を利用する場合 

 
消費税額は自動計算させず、起票者が仮払消費税などの科目を使って別途仕訳する。 

取引が課税標準額であるフラグ建てとして仕課別 8 と入力。科目と仮払消費税との紐付はない。 

 

【試算表】 

 

 

【元帳】 

 

税込 

税抜

 

税込 

税抜
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別記を使用した場合の注意点 

別記税区分（仕課別 8 や売別 8 など）を使用すると、仮払消費税や仮受消費税科目で計上した消費税額

が、別記分として計算されます。 

そのため、消費税精算仕訳等で仮払消費税や仮受消費税を使用すると、その金額も別記入力分の消費税

額とみなされます。 

(例) 

 

 

Ｆ３消費税集計表の「税区分別科目別消費税集計表」で確認すると、 

本来の税額 ￥8- と仮払消費税で計上した ￥-8,000-が足され、￥-7,992 という金額になります。 

 

 

これを防ぐには「消費税集計表」「消費税計算書」を出力する際に 

「決算時の未払消費税振替金額」欄を設定していただく必要があります。 

  

通常の別記仕訳 

消費税の精算仕訳 
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仕訳をもとに 
該当箇所へ入力 

正しく 
表示される 

計算書も 
同様に入力 

正しく 
表示される 
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＜参考＞ 別記仕訳を探す方法 

 

① Ｆ１－２「仕訳日記帳」  

全ての仕訳を CSV 出力してエクセルとしてソートなどして調べる 

 

 

 

② Ｆ３－３未経過月予測・税務「消費税計算書」 

仕課別８のページにて科目の特定が出来るので、確認後Ｆ１－３「合計残高試算表（画面）」からドリル

ダウンして科目別に別記処理を探す。 
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